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☆特許権侵害に対する特許権者の
グループ会社による損害賠償請求 ………… ⑴

１　特許権侵害に対し差止請求又は損害賠償
請求ができる者

（１）特許権者及び専用実施権者
特許権者は、業として特許発明の実施をする権
利を専有する（特許法68条本文）。特許権者が専
用実施権を設定した場合、専用実施権者は業とし
てその特許発明の実施をする権利を専有する（特
許法68条ただし書、77条２項）。

特許法
68条（特許権の効力）
特許権者は、業として特許発明の実施をする権
利を専有する。ただし、その特許権について専
用実施権を設定したときは、専用実施権者がそ
の特許発明の実施をする権利を専有する範囲に
ついては、この限りでない。
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